
福祉委員会  

 
 

開 催 日   令和４年３月８日 

時 間   午前９時３０分～午後０時１９分 

場 所   委員会室 

出 席 議 員 

 

  高橋 哲生、浅野 富典、天野 武藏、浅井 泰三 

  久野 茂、林 真子、小﨑 進一 

欠 席 議 員   な  し 

出 席 理 事 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  永田市長 葛谷副市長 河口企画部長 石黒企画部次長兼人事秘書課長 

  後藤企画部次長兼企画政策課長 高木新型コロナウイルスワクチン接種対策室室長補佐 

  岩田総務部長 飯田総務部次長兼財産管理課長 三輪総務部次長兼収納課長  

  服部財政課長 石田市民環境部長 伊藤市民課長 石黒市民課課長補佐 

  篠田保険年金課長 鈴木保険年金係長 所生活環境課長 清水生活環境課課長補佐 

  梶浦産業課長 石塚産業課主幹 米沢産業課課長補佐 

  北神西枇杷島市民サービスセンター所長 

  葛山清洲市民サービスセンター所長 

  日比野春日市民サービスセンター所長 

  加藤健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監 

  鈴木社会福祉課長 岡田社会福祉課課長補佐 古川高齢福祉課長  

  石田高齢福祉課課長補佐  酒井高齢福祉課課長補佐  藏城子育て支援課長 

  井上子育て支援課課長補佐 髙山子育て支援課課長補佐 

  寺社下健康推進課長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策室長  

  坂下健康推進課課長補佐 

関 係 職 員 

 

  栗本議会事務局長 髙山議事調査課長 

  鈴木議事調査課主査 

議案または協議事項   １．福祉委員会付託案件 

備 考   傍聴者 なし 



－43－ 

（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから福祉委員会を再開いたします。 

 傍聴者はお見えでしょうか。 

議事調査課主査（鈴木 結佳理君） 

 一般傍聴人はお見えになりません。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、本日は健康福祉部の各所管について審査していただきます。 

 それでは、最初に、議案第２号 令和４年度清須市一般会計予算案について、所管ごとに歳入

歳出続けて説明をお願いいたします。 

 鈴木社会福祉課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課長、鈴木でございます。 

 令和４年度一般会計・特別会計予算書及び説明書をお願いいたします。 

 一般会計予算のうち歳入の健康福祉部所管分につきましては、私のほうから一括で朗読説明さ

せていただきます。 

 令和４年度一般会計予算の歳入になります。 

 １６、１７ページを御覧ください。 

 ４段目、１３款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、本年度１億７千４５４万

４千円、１節社会福祉費負担金と２節児童福祉費負担金です。 

 ２目衛生費負担金、本年度２千５１４万３千円、１節保健衛生費負担金のうち健康福祉部所管

分は説明欄の１行目、未熟児養育費負担金１００万４千円です。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、本年度１７２万４千円、１節社会福

祉使用料と２節児童福祉使用料です。 

 はねていただきまして、１８、１９ページを御覧ください。 

 中段になります。 

 ２項手数料、２目衛生手数料、本年度１億５千９０５万１千円、１節保健衛生手数料のうち健

康福祉部所管分は説明欄の２行目、犬登録手数料１２０万円と３行目、狂犬病予防注射済票交付
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手数料１４３万円です。 

 はねていただきまして、２０、２１ページを御覧ください。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度２８億８千７１２万６千

円、１節社会福祉費負担金から３節生活保護費負担金までです。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度３千４９１万円、１節保健衛生費負担金です。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、本年度２億２千１４６万９千円、１節社会福祉費補

助金から３節生活保護費補助金までです。 

 ３目衛生費国庫補助金、本年度２千８５１万円、１節保健衛生費補助金です。 

 はねていただきまして、２２、２３ページを御覧ください。 

 ２段目になります。 

 ３項国庫委託金、２目民生費委託金、本年度１千１８１万２千円、２節児童福祉費委託金です。 

 その下の段になります。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、本年度１０億８千４０１万４千円、１

節社会福祉費負担金のうち健康福祉部所管分は説明欄４行目、障害者自立支援給付費負担金から

最後の民生児童委員活動費負担金までと２節児童福祉費負担金、はねていただきまして、２４、

２５ページを御覧ください。３節生活保護費負担金です。 

 ２目衛生費県負担金、本年度１２０万２千円、１節保健衛生費負担金です。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、本年度４億２千１８４万１千円、１節社会福祉費補助金

のうち健康福祉部所管分は説明欄の３行目、地域生活支援事業費等補助金から最後の行の介護施

設等整備事業費補助金までと２節児童福祉費補助金です。 

 ３目衛生費県補助金、本年度１千６６万６千円、１節保健衛生費補助金のうち健康福祉部所管

分は説明欄の２行目、一般不妊治療費助成事業費補助金から最後の行の骨髄提供者助成事業費補

助金までです。 

 ２枚はねていただきまして、２８、２９ページを御覧ください。 

 ３項県委託金、２目民生費委託金、本年度６万３千円、１節社会福祉費委託金と２節児童福祉

費委託金です。 

 はねていただきまして、３０、３１ページを御覧ください。 

 ２段目、１８款寄附金、１項寄附金、３目民生費寄附金、本年度１千円、１節社会福祉寄附金

の窓口計上です。 
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 １９款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、本年度２０億４７３万９千円、１節基金繰

入金のうち健康福祉部所管分は説明欄３行目、福祉基金繰入金２千万円です。 

 はねていただきまして、３２、３３ページを御覧ください。 

 中段になります。 

 ２１款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、本年度１億２千３６９万３千円、

１節貸付金元利収入のうち健康福祉部所管分は説明欄の３行目、災害援護資金貸付金収入です。 

 ４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入、本年度２千６７５万６千円、１節社会福祉受託

事業収入です。 

 ５項雑入、２目雑入、本年度１１億５千９５１万３千円、はねていただきまして、３４、３５

ページを御覧ください。３節民生費雑入と４節衛生費雑入のうち健康福祉部所管分は説明欄の１

行目、成人健康診査等受診者負担金及び２行目、看護実習生等委託金と最後の行の雑入です。 

 令和４年度一般会計歳入予算健康福祉部所管分につきましては以上でございます。 

 続きまして、一般会計歳出予算については各担当課長より説明させていただきます。 

 社会福祉部所管分となります。 

 ５４、５５ページを御覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度２５億９９６万円、１節報酬から

２７節繰出金までです。主なものは、社会福祉協議会運営費補助金４千８５７万円です。説明欄、

上から２つ目の見出し、社会福祉費から８つ目の見出し、社会福祉協議会費までと、１枚はねて

いただきまして、５６、５７ページを御覧ください。説明欄一番上の見出し、介護保険特別会計

繰出金です。 

 続きまして、２目障害者福祉費、本年度２２億２千５２９万７千円、１節報酬から１９節扶助

費までです。主なものは、生活能力の維持向上などの必要がある障害者に対し、サービスを提供

するための訓練給付費５億８千６８３万４千円です。説明欄、上から２つ目の見出し、障害者福

祉費から一番下の見出し、障害児通所支援費までです。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課長の古川でございます。 
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 高齢福祉課所管分になります。 

 ５８ページ、５９ページでございます。 

 ３目高齢者福祉費、本年度２億１千４６２万６千円、７節報償費から１９節扶助費までです。

主なものは、特別養護老人ホーム建設費助成費５千４８６万２千円です。新規事業としては、成

年後見センター設立準備委員会費３０万３千円、また在宅高齢者助成費６７８万６千円のうち高

齢者エアコン購入費補助金を計上しております。 

 ５目社会福祉施設費、本年度３億８千６２７万３千円、１節報酬から１４節工事請負費までで

す。主なものは、社会福祉課所管分になりますが、清洲総合福祉センター整備費１億７千７５９

万８千円です。これは清洲総合福祉センターの空調設備改修工事費及び大規模改修実施設計業務

委託になります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 子育て支援課長の藏城です。よろしくお願いいたします。 

 子育て支援課所管分について説明をさせていただきます。 

 同じページ６０、６１ページになります。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度２０億７千４７６万３千円、１節

報酬から１９節扶助費まででございます。 

 主なものは、子ども・子育て支援費では認定こども園等に対する施設型給付費、その下、令和

４年４月から清洲地区と春日地区に新たに開園する２園を加えた小規模保育施設等への地域型保

育給付費などと保育ニーズの適切な提供量を確保するため、令和６年４月から供用開始を目指し、

認定こども園の増築を行うための整備費を補助します。 

 保育対策総合支援費では、民間の保育事業者が実施する保育体制の強化などの取組に対して補

助金を交付することで、待機児童の解消を図ります。 

 ２目母子福祉費、本年度２億４千９８０万５千円、１節報酬からはねていただきまして、６２、

６３ページをお願いします。１９節扶助費まででございます。 

 主なものは、母子家庭などが自立などに向けた生活支援などの各種事業費、遺児手当費、児童

扶養手当費になります。 
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 ３目保育所費、本年度１６億５９３万３千円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金ま

ででございます。 

 主なものは、市内公立保育園１２園の運営に関する経費を計上しております。職員人件費では、

各保育園の保育士の給与及び保育園で勤務する会計年度任用職員の報酬、保育園管理費では、保

育施設の良好な維持のための費用、６４、６５ページの保育園事業費では、施設ごとの各種年間

行事などの事業費になります。また、保育所整備費では、令和５年度に実施予定の土器野保育園

の大規模改修に伴う劣化調査及び実施設計等の予算を計上しております。 

 ４目児童館費、本年度２億７千３５８万４千円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金

まででございます。 

 主なものは、市内８児童館などの運営に関する経費を計上し、職員人件費では、各児童館の児

童厚生員の給与及び放課後児童クラブなど、児童館で勤務する会計年度任用職員の報酬、児童館

管理費では、児童館を快適な施設として維持するための費用、児童館事業費では、各児童館での

各種年間行事などの事業費になります。 

 ５目児童福祉施設費、本年度３千５５万７千円、１節報酬からはねていただきまして、６６、

６７ページをお願いします。１３節使用料及び賃借料まででございます。 

 主なものは、職員人件費では、母子通園施設の職員の給与及びたんぽぽ園に勤務する会計年度

任用職員の報酬、母子通園施設費では、母子通園施設の良好な維持のための管理費、また各種年

間行事の事業費になります。 

 ６目子育て支援センター費、本年度３千５０６万１千円、１節報酬から１８節負担金、補助及

び交付金まででございます。 

 主なもの、市内４つの子育て支援センターの運営に関する経費を計上し、職員人件費では、子

育て支援センターに勤務する会計年度任用職員の報酬、子育て支援センター管理費では、子育て

支援センターの運営に係る管理費、子育て支援センター事業費では、子育て支援センターの各種

年間行事の事業費になります。 

 以上、子育て支援課所管分になります。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課長、鈴木でございます。 
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 同じく、６６、６７ページ、２段目です。 

 ３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費、本年度９千５０３万８千円、１節報酬か

ら１枚はねていただきまして、６８、６９ページを御覧ください。２２節償還金、利子及び割引

料までです。 

 戻っていただきまして、６６、６７ページを御覧ください。 

 主なものは、生活福祉資金の再貸付けが終了するなど、貸付けが利用できない世帯に対し支給

する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給費１千９４０万円です。新規事業とし

て、３２３万８千円を生活困窮者就労準備支援費として計上しております。 

 説明欄、上から２つ目の見出し、生活保護費とその次の見出し、新型コロナウイルス感染症生

活困窮者自立支援金費です。 

 １枚はねていただきまして、６８、６９ページを御覧ください。 

 続きまして、２目生活保護扶助費、本年度９億１千８２２万４千円、１９節扶助費です。 

 次に、４項災害救助費、１目災害救助費、本年度１５万８千円、１０節需用費から１９節扶助

費までです。 

 社会福祉課所管分につきましては、以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 健康推進課の寺社下でございます。よろしくお願いいたします。 

 健康推進課所管分について説明をさせていただきます。 

 ６８、６９ページの３段目をお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年度３億４８３万７千円、１節の報酬

から１８節の負担金、補助及び交付金まででございます。 

 主なものといたしましては、救急医療に関わる負担金３千８１５万１千円でございます。 

 はねていただきまして、７０、７１ページをお願いいたします。 

 ２目予防費、本年度４億９千２１万５千円、１節の報酬から１９節の扶助費まででございます。 

 主なものといたしまして、子宮頸がんワクチン接種費を含む予防接種費２億４１８万９千円、

追加的対策第５期定期接種となっている風しん等予防接種費９０８万３千円、がん検診費４千７

６３万５千円、妊産婦健康診査費８千５３万円、新たに３歳児健康診査に導入する視力検査屈折
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検査機器を含む幼児健康診査費６８４万８千円、新型コロナウイルス予防接種費４千９２３万６

千円でございます。 

 以上、健康福祉部の歳出でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

総務部長（岩田 喜一君） 

 委員長、説明漏れがありましたので、補足させていただきます。 

 ６ページを御覧ください。 

 第２表の地方債の上から２つ目、社会福祉施設整備事業、限度額２億２千９００万円です。 

 引き続きまして、３６ページ、３７ページをお開きいただきまして、下段の２２款市債、１項

市債、２目民生債、本年度２億２千９００万円、１節社会福祉債で、先ほど御説明しました社会

福祉施設整備事業債になります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 まず、歳入からですね。 

 今の６ページからお願いします。 

 では、１６、１７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 １８、１９ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２０、２１ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２２、２３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２４、２５ページ。 
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（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 いいですか、私、１つ質問させてもらって。 

 それでは、委員長の職を浅野副委員長にお願いします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 副委員長の浅野です。 

 これより、委員長の職にあたらせていただきますのでよろしくお願いします。 

 それでは、質疑を受けます。高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２５ページの予防接種事故対策費補助金のとこなんですけども、これはワクチンで健康被害に

なった方の救済の制度で補助されてる方のことだと思うんですけども、現在進められてます新型

コロナワクチンでこういったことの対象になっている方はまだいないと思うんですけども、状況

的にはどうですか。副反応の相談だとか、健康被害の相談とかっていうのはこれまでにあったの

か、ないのか御答弁お願いします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 答弁。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 健康推進課の寺社下でございます。 

 今現在行っている新型コロナワクチンに関しましては、副反応の御相談が現在８件ほどござい

まして、一応、説明をさせていただいて、もし必要であればということで書類などもお渡しして、

先生の診断書などをお書きいただいて提出していただかなくちゃいけないもんですから、そうい

ったものもお渡しはしてはおりますけれども、まだ、そういった書類を提出された方は１名もご

ざいません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 その８件の中で重篤なものは今のところないですか。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 課長、答弁。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 
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 手のしびれですとか、体が動きにくくなっているというような症状があるという方の御相談は

受けております。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そういった相談ですね、真摯に対応していただいて、必要な支援をしていただきますことをお

願いします。 

 それとですね、こういったことはあってはならないんですけど、ワクチンの後遺症ということ

の相談窓口を名古屋市は開設して始められたということも聞いておりますけど、そういったもの

の必要性とかいうのはどのようなお考えでしょうか。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 課長、答弁。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 今そういった副反応ですとか後遺症に関しましては、健康推進課のほうが窓口となって御相談

を受けさせていただいておりますので、引き続き丁寧に御相談を受けていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 よろしくお願いいたします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 以上で、高橋委員長の質疑を終わります。 

 ここで、私の委員長の職を終了し、高橋委員長にお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは、委員長の職にあたらせていただきます。 

 では、２８、２９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３０、３１ページ。 
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（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３２、３３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３４、３５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３６、３７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、歳出に移ります。 

 ５４、５５ページからになります。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、５６、５７ページ。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 障害者福祉費の中で訓練等給付費、自立支援医療費支給費について少しお聞きしたいと思いま

す。 

 訓練等給付費、施策のほうの概要の６５ページ、６６ページになるんですけれども、この中で

も全体に金額的にも非常に増えております。また、その中でも、就労継続支援なども非常に利用

者の方が増えておられます。私、少し気になりますのは、こうした利用者が増えていく中で受皿

はしっかりと、市内、または近隣にあるのか、この辺が気になっておりますので、御所見を伺い

ます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 
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社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課、鈴木でございます。 

 市内の事業所につきましても、令和３年度につきましては、いろんなサービスの事業所１０か

所程度開所されております。概ねニーズにつきましては、充足していると考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今、充足はされているそうなんですけども、特に就労の継続支援ですとか、こういった内容を

私も御相談を受けたことがあるんですけれども、コロナとかで障がい者の方が職を失われてこう

いう支援を受けるわけですけれども、どうしてもこの支援のところ、事業所にかかっているから

いいだろうということで、どちらかというと、その後あまりフォローがされていないように思え

ましたので、途中でやめてしまわれたり、そういうこともあって困ってらっしゃる方もいらっし

ゃいましたので、そうしたことも社会福祉協議会と連携しながら時々フォローしていただけると

いいのかなと思いましたので、いかがでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 一般企業への一般就労に向けて、事業所のほうにおきましては施設外就労というものを実施し

ております。コロナ禍において、受入れ側の企業の人数とか期間については制限があると思うん

ですけども、一般就労に向けて復帰についての支援を行っているということは聞いております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ぜひ、伴走型の支援でお願いしたいと思います。 

 もう１点、次の自立支援医療費の支給費の中で、これは社会福祉課と健康推進課の課長にもお

願いしたいんですが、６７ページ、更生医療の中で腎臓機能障害の方が非常に多く、また増えて

きていると。身近にもたくさんいらっしゃいます。こうした中で、生まれつきのいろんな障がい
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の方もあるでしょうし、生まれつきの病気の方もある中で、腎機能障害についてはいろいろ若い

頃というか、中年の頃からのいろんなことを気をつけていく中で、少しずつ改善していけるので

はないかなと思いますので、その辺の健康指導というか、食介の皆さんもいろいろ薄味でってや

られてますけども、その辺ですね、寺社下課長のほうがいいんでしょうか。この辺の見解をお聞

かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 腎機能障害の方、特に透析を今お受けいただいている方というのが市内に約１７０人ほどいら

っしゃいまして、そうなる前の予防というのが本当に重要になってくると思います。私どもも国

民健康保険の方に特定健診、後期高齢者健診などをやらせていただいて、その中で検査データが

異常の方に関しましては、こちらからそういった御案内をさせていただいて、電話連絡などもさ

せていただきながら現状をお伝えして治療に結びつけたり、重症化しないように受診していただ

くとか、食事とか、運動とか、そういったこともお話をさせていただいております。それで予防

に努めております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 一生懸命されていただいていると思いますけども、本当に透析など、大変御苦労されて、大変

な思いをされている方はたくさんいらっしゃって、また、この高齢化の中で、高齢になってもこ

うなる方もいらっしゃいますので、引き続きしっかりと財政面からもそうなんですけども、御本

人の負担とかいろんなことを考えても、腎機能についてはしっかりとまた見ていっていただきた

いと要望させていただきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかはよろしいですか。 

 天野委員。 

天野 武藏委員 
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 ５７ページの下のほうから９行目ぐらいにある障害者等の自動車ガソリン費の助成費がござい

ますが、今、環境問題の取組がよく言われておりまして、ＳＤＧｓですか、持続可能な開発目標、

もちろん清須市も目標を立ててやってみえるんですが、障がい者の中でもガソリン車だけじゃな

くて電気自動車だとか、そちらのほうに乗り換えられるような方も見えると思うんですけど、ガ

ソリンだけを今、助成してみえるように思うんですけど、やっぱり今ガソリンだけですよね。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 ガソリンのみでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 天野委員。 

天野 武藏委員 

 もし、電気自動車だとか、ほかの新しい水素自動車がこれから普及するか知りませんけど、そ

のような形に障がい者の方がこれから変えられた場合は、どのような形で助成されるつもりなの

か考えてみえないかなと思うんですけど、どうですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 現段階ではガソリンだけの補助ということで対応させていただいております。今後につきまし

ては、他市の状況とかも研究しながら考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 天野委員。 

天野 武藏委員 

 今のＳＤＧｓでもこれから一般市民の方もそういう気を持っていただけるためには、やっぱり

清須市もそちらのほうへ方向を少しでも助成ができるような形にしていただくことも必要かなと

思いますので、今年の予算では無理だと思いますけど、来年度に向けて研究していただけたらと

思います。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 もう１点、障がい者の助成費の今のお話のその後のほうですけども、小児慢性特定疾病の給付

費ということで黄色い本の７６ページになるんですが、私、一般質問のほうでこの件の小児慢性

特定疾病児童等日常生活給付費に絡んだお話で、医療的ケア児のことで様々要望をさせていただ

いたんですが、その後、令和４年に向けて検討をされて、何かしていただけることがあるのかお

聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 健康福祉課のほうにおきましても、退院時のケア会議に出席とか、その後に電話や訪問による

相談というものは継続させていただきたいと思っておりまして、市におきましても、医療的ケア

児等のコーディネータが今現在のところは保健師で４名、社会福祉協議会の相談支援員も今年度

研修を受けまして１名修了となっております。引き続き、社会福祉課、健康推進課、社会福祉協

議会とも連携を図りながら支援に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 いろいろ取り組んでいただいていると思いますけれども、今、大きなところでは、相談の窓口

をつくるぐらいに医療的ケア児の問題がクローズアップされているところでありますので、せっ

かくコーディネータも５名いらっしゃいますし、いろんなところで連携を取られながらやってい

ただいておりますので、ぜひ、そうした情報を皆さん受け取りやすいように、以前もお話しさせ

ていただいたんですが、そうしたホームページでもアプリでも結構ですけれど、医療的ケアの方

がどうしたらいいんだろうといったときに相談の窓口、今、どこでも幾つもという感じでしたけ

れども、鈴木課長のところであれば、そこで一旦いろんな相談が受けれるように相談できるんで
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すよという情報もぜひ出していただいて、今までのように引き続きケア会議などに上がっている

場合はそのままもちろん支援をしていただくんですが、そうでない方もいらっしゃると思います

ので、そうした方がどこへ行けばいいのかということが分かりやすいように、相談窓口の情報と

いうのも今後ぜひ発信していっていただきたいなと思いますので要望させていただきますけど、

一言だけいかがでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 市民の方に分かりやすいように、ホームページ等、また紹介・周知できるように検討していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 よろしくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５８、５９ページ。 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 在宅高齢者助成費ですが、黄本の８８ページになりますかね。ここに新規事業としてエアコン

の購入費補助金、補助額５万４千円以内ですね。５万４千円ということは、５万４千円以下のエ

アコンはないと思いますので、まず補助率をお伺いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 
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高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課長の古川でございます。 

 補助率は５万４千円まででしたら５万４千円、それ以下の方につきましては、かかった金額に

なります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野委員。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 もう１点お聞きしますが、昨今、新聞紙上でも灯油の値上がりでですね、ガソリンも値上がっ

てますね。灯油用の補助金という話も新聞紙上を賑わしてますが、私、去年、一昨年ぐらい課長

じゃないんですが、違う人に相談したことがあるんですが、実はお年寄りの中で真夏の熱中症ね、

エアコンを焚いているんだけども、電気代が高いのでエアコンが焚けないと。だから、電気代を

補助する制度はないのかと、こういう話を聞いたことがあるんです。お伺いしたんです。ないの

は分かっておるもんですから、職員の方に御相談申し上げたんですが、そこら辺どういうふうに

お考えでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 今回のエアコンにつきましては、住居にエアコンが設置できない家庭に対して熱中症に対する

健康被害が起きないようにということで計上させていただいているんですけれども、エアコンの

光熱費については現在のところ予定しておりません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野委員。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 今後考えていただくことはできませんか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 
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 エアコン代が幾らかというものも私、把握しておりませんので、高齢者にとってどれぐらいの

光熱費の負担になるかというのも研究していきたいと思います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野委員。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 そうですよね、急に言われても困りますから、そういうことになると思いますが、ひとつ勉強

されて前向きに検討してください。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５８、５９ページ。 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 小﨑です。 

 敬老費についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 主要施策の９２ページのところで敬老会の対象者が７７歳となっていますが、ここら辺、

変更された理由をお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課長の古川でございます。 

 現在７５歳以上の人口が増加傾向にございまして、今後さらに増加することも考えられます。

令和元年度まで敬老会のほうを実施しておりましたけれども、会場のほうも密になる状況がござ

いますので、今後その増加を考え、令和４年度より対象者を７７歳とさせていただきました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 なぜ７７歳にしたのかということについてもうちょっとお聞かせください。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 敬老会が令和２年、３年の２年間中止されておりまして、令和２年度に７５歳だった方が７７

歳になるということ、また、７７歳というのが長寿のお祝いの喜寿に当たることから、お祝い年

齢とさせていただきました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 敬老会の内容とかは何か変わるようなことはあるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 対象者を限定することで密を避けることができますので、敬老会の内容をその分、充実させて

いただくアトラクションとかお祝い品とかを充実させていただき、より魅力的な催しを企画して

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 金婚式等はどうなるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 コロナ禍においても金婚式のほうは継続開催させていただいておりました。今後も敬老会の中

で金婚式のお祝いも継続していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 二、三点ありますので。 

 まず、成年後見センターの設立準備委員会費ということで、黄色い本８１ページですけれども、

まず、この成年後見センター設立に向けての今後のスケジュール、今、決まっているところがあ

りましたら教えてください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川です。 

 準備委員会につきましては、スケジュール的には年６回を開催予定しておりまして、６月から

準備委員会の開催を予定しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 そうしますと、準備委員会でいろいろ検討を重ねる中で、実際のセンターはどうしていくかを

決められるという認識でよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 林委員。 

林 真子委員 

 承知しました。 

 今までも社会福祉協議会のほうで権利擁護の事業などされていたと思うんですが、権利擁護と

成年後見とどのような違いがあるのかお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 地域包括支援センターで実施していた権利擁護の相談でよろしいですか。 

 地域包括支援センターのほうでも、高齢者が安心して暮らせるように、近隣住民や民生委員、

ケアマネジャーと連携を図って成年後見制度の活用ができるように支援も行っておりましたけれ

ども、今回、成年後見センターができることで制度について市民に知っていただく取組、啓発だ

とか、積極的にアウトリーチ型の相談対応をしていただく、地域連携ネットワークが地域の権利

擁護を果たすように主導する役割としてセンターのほうを設立していきます。包括支援センター

も連携ネットワークの中では重要な機関となります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 こちらのほうは我が会派の議員も非常にこれをということで今まで質問もさせていただいてお

りまして、前向きに進んでいただけるのは大変ありがたいことです。今までの包括のほうで見ま

すと１件とかの相談件数ですね。ですけれども、現場の私たちは皆、感じてますけども、歩いて

みますと大変な問題がいっぱい起こっておりますので、そうしたアウトリーチは特に大事だと思

いますので、しっかりと準備も大事ですけれども、いち早くこういうセンターが立ち上がります

ように要望させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 続けていいですか。 

 次にですね、高齢者施設福祉費の中の介護施設等整備事業費補助金、黄色いの８５ページで、
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決算のときにも私、聞かせていただいたんですけれども、改めて新川病院が介護医療院になると

いうことで、また、改めて介護医療院てどういった施設で、どういう方が入るのかということを

お聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 介護医療院に転換されることによって居室が広がり、プライバシーの確保のための仕切りが配

慮されたり、生活しやすい居室空間になるという施設になります。 

 また、介護医療院につきましては、経管栄養だとか喀痰の吸引などの日常生活上に必要な医療

処置や充実したみとりを実施する体制だとか、生活施設としての機能を持たせることが特徴とな

っておりまして、施設基準も定められております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 そうしますと、老健でありますとリハビリというか、御自宅に戻るというのが前提の医療もつ

いた介護施設になります。特別養護老人ホームのほうは、医療のほうはお医者さんがみえません

ので、ないと。そうすると、この施設については、医療のほうも受けられるし、最後までここで

みてていただけるし、ある程度は仕切りの中で、病院とは違った生活というところも考えていた

だけるような施設と、このような認識でよろしいですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 そのとおりでございます。 

 ただ、介護度につきましては、１以上の方が入所できますので、ただ、今、現状入ってみえる

方は介護度４、５の方が多いのが現状でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 もう１点、私も御相談を受けてここに入れた方があったんですが、こうしたところということ

は、まだあまり皆さん御存じないということで、ほかの例えば介護の施設のように、ケアマネジ

ャーとか病院のワーカーとかが、こういった施設もありますよという紹介などはされているんで

しょうか。今後またしていただけるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 御自身からそういった介護医療院への入所を御希望されたら、この新川病院を御希望されれば、

ケアマネジャーとか医療機関のケースワーカーから新川病院のほうに相談していただければと思

いますけれども、市のほうは申し込みいただいて、入所選定の選定方法については把握していな

いのが現状でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 市民の方もこういったものが御存じない方もいらっしゃいますので、あまり公にということは

できないと思うんですが、何らかで今、口コミみたいになってますけども、情報があるといいの

かなと思いましたので、また、よろしくお願いします。 

 もう１点だけ、同じページで、高齢者のセーフティネット対策費についてなんですが、黄色い

本の８９ページをお願いします。 

 これは緊急通報システムなどのセーフティネットの対策なんですけれども、私、先日、緊急通

報システムで御相談を受けたんですが、まず私の認識ですと、このセーフティネットの事業の中

で緊急通報システムにつきましては、高齢者のお一人暮らしの方、あるいは高齢者世帯の方が対

象で補助を受けられると、このような認識でよろしかったでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 
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 身体障害者のみの世帯、また、これに準ずる世帯の身体障害者という方も対象になっておりま

す。高齢者世帯で緊急性のある病気を持つ方も対象となっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 私、御相談を受けた方は、昼間に一人になってしまうという高齢者の方、今いろんな生活形態

がありまして、例えば、息子さんと高齢のお母さんのお二人暮らしの方などは、息子さんは確実

に昼ずっとお仕事に行かれて、何かでもちろん連絡は取り合うんですけども、その方は息子さん

がお留守の間に倒れていたということで、切りがないといえば切りがないんですけれども、今後

はこうした家族形態の在り方の変化なんかも見ていただきながら、全くの補助ができないまでも、

何か少し補助をしたり、もちろん所得の高い方は必要ないと思うんですが、低所得者の方に何か

安心して仕事に行けるというと変ですけれども、できないのかなと思いましたので、難しいと思

いますけど、御見解をお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 日中の独居の方につきましては、現在、市のほうでは助成してないんですけれども、民間のほ

うで個人的に契約できる見守りサービスもございますし、自宅にカメラを設置する等の見守りを

するサービスがあると思いますので、そちらのほうの御利用をまた御案内していきたいと思いま

す。 

 また、そちらのほうはそれほど経費のかからないものもあると思いますので、また、こちらの

ほうでも調べさせていただきまして、御相談があったときには丁寧に対応していきたいというふ

うに考えます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 
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 配食サービスもそうですけれども、今、民間の業者も入りながら見守りをどんどんしていただ

いているんですが、最後にお聞きしたいのが、こうした見守りの方が、例えば、今日お弁当は取

っていないようだ、新聞が取っていないようだ、どうもおかしいとなったときに、市のほうとし

てはどのような対応ができるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 見守り協定をしていただいている事業所から御連絡があった際には、一人暮らし高齢者登録さ

れている方につきまして、緊急連絡先が記載してありましたら緊急連絡先の御家族の方に御連絡

させていただいております。 

 また、緊急連絡先がないとか遠い方につきましては、市の職員のほうが出向きまして対応させ

ていただいております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 非常に御努力もされていただいていると思います。ただ、緊急性が高い場合も多いと思います

ので、なかなか遠方の連絡が取れないですとか、いろんなこともあると思います。そうした中で、

外からは分からないということで、警察を呼んだり、いろいろしていると思うんですが、何らか

ですね、例えば、声をかけたときに返答がない場合とか、何か方法があるといいのかなと思いま

すので、警察を呼ぶのがちょっとという場合もあると思うんですね。せっかくの見守りが、救命

ですとか、孤独死の防止につながっていくように何か考えていただけると皆さん安心なのかなと

思いましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかはいいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、６０、６１ページ。 
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 林委員、どうぞ。 

林 真子委員 

 児童福祉総務費の中で新しい事業がありますので、まず、多様な集団活動事業の利用支援費、

これは黄色の１１５ページ、それから先ほどの保育対策総合支援事業費補助金は１２１ページと

ありますので、先ほども御説明はいただいたんですが、新しいことですので、もう少し詳しく教

えていただければと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 子育て支援課の藏城です。 

 まず、多様な集団活動事業の利用支援費につきましては、保育等の無償化の対象になっていな

い施設に通われるお子様に対しまして、無償化分の補助ということで、上限２万円ということで

給付をさせていただくんですが、現在把握をさせていただいている２名の方につきましては通わ

れる保育料が上限に達していないということで、１万２千円のお二人分ということで、今回、予

算計上させていただいております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 そうしますと、このお二人というのは同じ施設に通われているということでよろしいですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 これをいろいろ調べますと、面積がどうの、人の配置がどうのっていうところが国で決められ

ている部分と自治体の裁量でできるという部分があって、自治体の裁量でできる部分については、
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それぞれ審議会のようなものでこの施設が対象かどうか決めるというようなことが載っておりま

したけれども、本市でもそのような手順で施設を決められているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 実際には実施要綱を制定しまして、その要綱に従って進めていくわけですが、基本的には国の

示されている基準に基づきまして要綱のほうを設置しておりまして、いろいろ御利用されたいお

話等が出てきた段階で活用していただけるように要綱の改正等も随時やっていきたいなと思って

おります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 もう１点のほうですね、事業費のほうをお願いします。１２１ページ。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 保育対策総合支援事業費でございますが、こちらにつきましては、民間の保育所におきまして

保育施設等の強化ということでいろいろ補助金のメニューがございます。この中で、今回、主要

施策にもございます４つの保育体制の強化事業だとか賃借料の支援事業等というものを活用され

るということで、民間の保育所がこういう補助金を活用したいということでこちらのほうに申請

をされまして、こちらから補助をさせていただくというようなものになります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 そうしますと、今の保育体制の強化事業というのは、これは多分、地域の方から保育の人材を

と、そのような事業だと思うんですが、こうした事業であり、環境改善の事業ですと物品の購入
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とか、衛生費の購入とか、そういうものに充てるということでよろしいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 今おっしゃられたように、まず、１つ目の保育体制の強化というところでは、保育士の負担軽

減を図るための費用ということになります。 

 ２番目の賃借料というのは、建物を借りられて保育等を行っているとこに対しての補助でござ

います。 

 ３番目の保育環境改善というのは、建物の改修だとかに係る費用を補助するものでございます。 

 最後の衛生安全対策というものにつきましては、児童の健康診断等を行った場合に係る費用等

を補助するメニューでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 承知しました。ありがとうございました。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 小﨑です。 

 認定こども園の整備費のところで主要施策の１１９ページでゆめのもりこどもえんのほう

が増築ということで、増築されますと園児はどれぐらい増えるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 今回の整備に伴いまして８０名の受入れの増員ができるものとなっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 ありがとうございます。 

 課が関係ないかもしれないんですけれども、今、現況もあのあたりというのは市街化調整

区域の中で道路も結構凸凹しておりまして、やっぱりお母さんたちが送り迎えする上で道路

がガタガタですと安全性も確保できないと思いますので、そういった面でも道路の整備のほ

うの要望だけさせていただいて終わりたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 今、認定こども園のお話が出たもんですから、ついでに。 

 １つは、認定こども園は総合計画の中にうたっておったかもしれませんけども、将来、本市と

して認定こども園をニーズがあれば、その兼ね合いはあると思うんですけども、本市の保育園と

認定こども園の将来ね、本市としては認定こども園の比重をどんどん増やしていくんだと。それ

は需要があればの話ですけども、大きな方針としてはどんなふうにお考えですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 今後の認定こども園の整備についてということでございますが、現在のところ具体的な計画等

はございませんが、本市の保育園、今１２園ございますが、施設のほうも年数がたって老朽化等

進んでおる状況でございますが、その中で施設の整備計画等もございますし、今後の子どもの人

口推移等も見極めまして、現在の公立の施設について改修でやっていくのか、それとも園自体を

民営にお任せをして、そういうところに認定こども園を誘致していくのかということにつきまし

ては、今後そういう状況等も考えまして検討をしていくということで今のところ考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、ひょっとしたら、今年度、下河原の保育園も改築されますよね。その地区ごとに
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よって、民営の業者という言い方は失礼なんですけれども、そうした認定の保育園が本市に進出

しようと思っている方々との大きな枠組みの中で本市の考え、もう１つは、認定こども園を増や

していくことによって保育士とか、そういう方の心配は業者にお任せをして我々は考えなくてい

いとか、それと、もちろん経費的な問題ね、建設から運営まで、そういった保育士の手当まで考

えると、認定こども園というのは非常にメリットが大きいかと思うんですけども、そういったも

のを総合的に将来にわたって考えていかないかんと思うんですけど、いかがですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 現在のところ、新たに１つを造るとかいうことは考えておりませんが、公立の保育園を今後、

建物の建替えだとかに併せてやっていく中では、やはり民間の力を借りていく必要があるのかな

というところではございます。 

 認定こども園に入りたいという親御さんのニーズもあるもんですから、やはりそういうところ

を誘致をしていく。やっていただく事業者のタイミングとこちらが替えたいタイミングが合えば、

どんどんそういったものも進めていく必要があるのかなと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、そうすると、今、小﨑委員が言われた、改築することによってゆめのもりこども

えんに８０名増員できると。その８０名のニーズがあるということですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 ゆめのもりにつきましては認定こども園なので、幼稚園部分で入れる人数と保育園部分で

入れる人数があるんですが、実際、保育園部分で入られるニーズが多くて、幼稚園に本当は

入りたいんだけども、全体の定員が決まっているので、幼稚園で受け入れるはずの人数が保

育園で受け入れていただいている状況でございます。そのために幼稚園の受け入れる人数を

確保するというか元に戻すためにも、保育部分を今回増やす必要があるというところで増築
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をさせていただくものではございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、保育園部分何名、何歳児何名、幼稚園も何名という枠組みの中で、１年間なのか、

２年間なのか、３年間なのか、申請の部分で変えていけないか、フレキシブルに定員の差替えは

できないですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 実際に定員を毎年毎年入れ替えるということではなくて、運用上で実際に幼稚園部分ですと、

やはり保育時間が短かったりだとかいうことで、通われている方も途中で保育園のほうに変わり

たいという保護者もあって、そういうふうに保育部分が増えてきているという現状もあるもんで

すから、そこは運用上で今、運用ができている状況ではございますので、全体のキャパとして何

人を受け入れるんですけども、保育園部分には本当は定員がこんだけいるんですけど、実際には

そこから移られる方というのは大勢見えるので、その都度その都度、結局変えても実情として違

ってくるということもあるもんですから、運用上で今のところできてるかなというところでござ

います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 これで最後にしときます。 

 部長ね、僕、今、藏城課長のお話を聞いとるとね、認定こども園のメリットばっかり目につい

て非常にいいなと思うんですけども、本市の計画の中で、もちろん市長や、そういった大方針が

またお話しされると思うんですけども、部長、お考えとしてね、認定こども園というのは非常に

優位というか、個人によってもメリットが大きいと思うんですけども、部長らは大方針の中でど

んなふうにお考えなんですか。それだけ最後お聞かせいただいて。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 加藤部長。 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部の加藤です。 

 今、委員の言われましたように、認定こども園につきましては、先ほど課長が答弁させていた

だきましたように、幼稚園と保育園部分が重なって一緒に同時にできるということになりますの

で、例えば、３歳のときに春、就労がまだ見つかってない方ですと、本来、保育園部分は入れな

いという形になりますけど、まず、幼稚園部分で入られて、途中で働かれてという形で、幼稚園

部分で入られても、保育要件がないと入れないんですけど、認定こども園ですと、幼稚園と保育

園が重なってやってますので、やめることなく引き続きずっとそちらの保育園のほうで卒園まで

できるということで、そういうメリットに関してはすごくあると思っております。 

 改修費につきましても、公ですと改修費の国のほうの補助は頂けないですので、認定こども園

ですと、今回計上させていただいたように、補助金等もあります。 

 先ほど課長も申し上げましたけれども、公の施設のほうが相当年数もたっておりますので、改

修が必要であれば、そういう認定こども園等、あと保育士の問題とかいろいろあるかと思います

ので、そういうことを総合的に含めてメリットがあるかというふうに理解をしておりますので、

そういう御要望があったりとか、改修時にありましたら認定こども園は積極的に進めていけたら

なと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 天野委員 

天野 武藏委員 

 今の整備費のほうの補助の関係でお聞きしたいんだけど、これを新築するときは国４分の１、

県４分の１、市が４分の１、事業者が４分の１ということが自分の中には記憶があるんですけど、

この整備費の割合で清須があるのか、それともどんな割合ですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 今回、整備費につきましては、全体の補助のうち事業者が４分の１負担で、国と市がそれぞれ
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４分の３を補助するんですが、国がそのうちの３分の２で市が１２分の１の補助となっておりま

す。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 よろしいですか。 

 ここで休憩にしましょう。 

 ５５分再開ということで。 

（ 時に午前１０時４８分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５３分 再開 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 休憩前に続き、会議を再開いたします。 

 では、先ほどの６０、６１ページ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 先ほどの浅井委員のお話に関連して、ぜひ部長にお聞きしたいところなんですけれども、私自

身も認定こども園は本当にすばらしいと思っております。そうした中で国のほうでも、今後、こ

ども家庭庁ができてくるということもありますし、その中で、児童福祉法の中では保育というの

は市が責任を持ってやらなければいけない。こうした中で民営化も進んでいく。虐待事案ですと

か、子どもを取り巻くいろんな問題が出てきます。こういったことに市はしっかりと責任を持っ

て対応していかなければならないと思いますので、今後の決意というか、御所見を伺いたいと思

います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 加藤部長。 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部の加藤です。 

 今、委員の言われましたように、認定こども園のよさを幼稚園と保育園のほうが備わったいい

点もあります。 

 今、子ども庁のお話も少しありましたけど、確かに今、子育て支援課のほうで保育にかけるこ
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とは保育、虐待とか、そういうことをいろいろ行ってはおりますが、今、子育て支援課では難し

いところもありますので、教育委員会であったりとか、障がいであれば社会福祉課あたりとか、

子どもの関係であれば健康推進課等を含めた形で、全てまとめて連携しながらやってはおります。 

 事業につきましても、国の進めていることに関してどんどんどんどん進めておりますので、虐

待につきましても、今年度から新たに拠点のほうをつくらさせていただいたということで、一生

懸命、子どもさんに対してはしっかりと行っているところでございますので、本市としましては、

総合計画にもありますように、安心して暮らせるまちづくりをしっかりとまた努力して福祉部と

してやっていきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございました。 

 本当に民営化もすばらしいことですけども、一方で、公立保育園の職員についても本当に一生

懸命取り組んでいただいて、ここからいろんな情報が上がってくる場合もありますので、そうし

た中では民営化されるこども園ともしっかり連携を取っていただきながら、今後も、お子さんの

福祉に関しては市が責任を持って、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、もう１つ、今の子どものことばっかりであれなんですけど、子ども食堂の補助金

というのが７万５千円ね、これって大体何か所ぐらいの開設で、何回分ぐらいなんですか。７万

５千円という内訳を。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 子育て支援課の藏城です。 

 今回、予算を計上させていただいております子ども食堂の補助金につきましては、事業を運営
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する団体に対しまして、まず、ボランティアでやられるもんですから、ボランティアでやられる

保険料を補助するメニューといたしまして年間２万５千円、新規で立ち上げる子ども食堂をやり

たい団体がいろんな備品だとか、そういったものをそろえるために必要な費用、これは初年度の

みになりますが、５万円ということで計上をさせていただいております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 そうすると、１か所だけということ。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 実際には本市で今、活動されている団体は、西枇の地区と新川の地区に２団体あるということ

で把握をしておりますが、この補助金を使って保険料を補助しているというのは、団体のほうが

申請をされなければこちらは補助をさせていただくことがないので、実際には令和３年度も予算

計上しておるんですが、今のところ申請をされる予定はないということで伺っております。 

 本当にボランティアでやられてて、多分そういうのも、もらわなくても私たちはやりますよと

いうようなスタンスでやってみえるんだと承知しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 昨今、テレビや新聞で子ども食堂のことはよく取り上げられて、もちろんボランティアですか

ら無償でされる方がよく取り上げられるんですけども、本市でもそういう団体が見えたというこ

となんですけども、これに関連して、今、フードバンクね、その持込みとか、そういうのは前に

も１回か２回、いつまでに受け付けますよというようなことも開催されてますけども、これは連

携はどうなんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 
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子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 委員おっしゃられるフードバンクにつきましては社会福祉協議会のほうでやっている事業では

ございますが、その中でも、フードバンクで集まってきた食材等につきましては、基本的には消

費期限というか賞味期限内のものであれば、子ども食堂とかにも配付をさせていただいていると

いうことで聞いておるところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 もちろん集まったものを賞味期限のないものとか、生野菜とか、そういうのも入るかと思うん

ですけども、いち早くお渡しせんことには、集まったは消化しきれんでは、せっかく頂いたもの

が無に帰してはいかんもんですから、連絡方法とか、そういうものを我々が考えるということは

どうなんですかね。そこまでは行き過ぎですか。部長どうですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 加藤部長。 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部の加藤です。 

 フードバンクのところにつきましても、企業のほうから期限だったりとか在庫の調整、例えば

５個袋のやつをどこかで１つ崩れたもんですから、４個になったものですからということで活用

してくださいということでいただかれているものでありますので、多分、在庫のほうにつきまし

てもフードバンクのほうが時期によってそれぞれ異なることがあるかと思いますので、そういう

ところはしっかりとフードバンクのほうと、どういうものがありますかということは社会福祉協

議会のほうが多分聞かれてみえてることもあるかと思いますし、そういうお話もあって加えられ

ることもあるかと思いますので、そこら辺につきましてはしっかりと社会福祉協議会のほうが連

携は取られてみえてるのかなと感じております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 
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 浅井ですが、この委員会でそういうことが委員のほうから強く要望があったけどということで、

ぜひ、お伝えいただきたいのは、いろんな食品会社、パン屋さんにしても総菜屋さんにしても、

今の野菜や市場や何かで荷崩れしたものや在庫が余ったもの、今おっしゃられるように欠けたも

のや人数が足らんとか、いろんなものが消費期限の切れたものまで、例えば、３月１０日の賞味

期限であっても過ぎたものでも受け付けますよというところがあるんだね。例えば、広報や企業

を回ってでも、本当に皆さんお配りするとこがあれば、子ども食堂も大事ですけど、手間をかけ

ないといったら失礼だけど、右から左へやるだけで、梱包とかワンセットにせないかんとか、い

ろんな手間があると思うんですけども、そうしたものをもっともっと活用してほしいという意見

が委員会のほうであったということをぜひお伝えいただきたいんですが、いかがですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 加藤部長。 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 そのような委員の御意見があったということでまたしっかりお伝えしながら、食品ロスにもつ

ながってくるかと思っておりますので、そういう御要望があったということでしっかりお伝えを

していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 お願いします。 

 以上で終わります。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 先ほど立ち上げの補助等を行っているということで御説明させていただいたんですが、愛知県

も同様の補助がございまして、本市で補助をさせていただくものにつきましては、何らかの理由

で愛知県の補助が受けれなかった団体に対しましては市から補助をさせていただいておるという

ことでございますので、両方でもらえるということではなくて、愛知県の補助が出なかった場合

には本市で補助をするということになっております。 
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 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 分かりました。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、６２、６３ページ、いいですか。 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 ２点ばかりお伺いします。 

 ある方が、朝、お孫さんを保育園へ送り届けられたそうです。時間が８時半前だったそうです。

そのときに園の方から、両親以外は８時半以降にしてくださいと言われたそうです。これってこ

ういうルールか何かあるんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 今おっしゃられるのは、恐らく延長等の利用をお申込みをされていない、早朝の利用をされて

いない方につきましては、通常時間は８時半からということでございますので、早めに見えられ

た方も当然あるんですが、そこは現場のほうでも臨機応変には対応しておるところなんですが、

そういうのが極端な話、毎日毎日早く連れてこられて、用事があるから見てくださいと言われる

保護者さんもあるというふうに現場のほうからは聞いておりますので、必ずしも絶対、半からし

か入れないとかいうことではないんですが、そういったところは保護者さんに、もし、そういう

のが必要であれば早朝の御利用の申込みをしてくださいというようなお話をさせていただいてお

るという状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 久野委員。 

久野 茂委員 

 入園されるのは４月だと思いますが、今、言われたことは御父兄の方に説明なんかはされてい

るんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 入園説明会の際に御利用方法等は説明をさせていただいておりますので、その中で通常の御利

用の方は８時半からですよということで御説明はさせていただいております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 ありがとうございます。 

 それともう１点、これは前から問題になっているんですけど、花水木保育園、入園者はたくさ

んおみえになりますよね。それで、朝夕の送り迎え、あそこは車が渋滞してますよね。道路の半

分を塞ぎます。特に雨降りなんかはすごい渋滞だそうで、近所の方も困ってみえるんですけど、

この対策は何か考えてみえるんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 花水木保育園につきましては台数は限りがございますが、駐車場等も整備しておりますので、

保護者様に対しましては、順番に駐車場のほうを御活用いただけるようにお願いをさせていただ

いているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 それは分かっているんですけど、朝夕、現場なんかを見られたことがありますよね。西側に多
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分６台ぐらい駐車場があるんですよね。それは周りに増やすというお考えはありませんか。あの

辺も住宅がたくさん建ってきて農地なんかが減ってきているんですけども、そういうことを考え

ると、早急に駐車場を確保するお考えはありますか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 現在、花水木保育園は駐車場の整備はさせていただいておるんですが、駐車場自体がない園も

中にはございます。ですので、全体のバランス等もありますので、花水木の状況が現状そういう

状況だというのは承知しておるところではございますが、その土地の周りの状況とか、そういっ

たものも含めまして、いろいろと調査していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 今、整備を進めてるって言われましたよね。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 花水木保育園には駐車場がありますが、ほかにありますけども、ない園もございますので、そ

ういったところについても駐車場の整備の要望等のお話があったりするもんですから、順番にそ

ういったものができるかどうかも含めて調査をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 今のお話だと、検討というか、考えてみえるって受け取っていいんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 
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 そういうのが必要だという認識ではありますということです。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 必要だけですか。くどいようですけど、今、渋滞して近隣の方が大変困ってみえるんですよね。

特に、先ほど言った雨降りなんかはすごい数だそうです。先ほどもお話したように、道路を半分

塞いじゃうんですよね。それで、園の関係者が多分整理してみえるらしいんですけども、これを

解消するために周りに駐車場の確保を真剣に考えていただけませんか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 この場でやるとかやらないとかっていう御返答がなかなか難しい状況ではございますが、そう

いった状況があるというお話を何度か頂いておるのも承知しておりますので、必要な状況という

ことも含めて、考えはさせていただきたい。やる、やらないというのは今のところ御返答はでき

かねるという状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 分かりました。いいです。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 加藤部長。 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部の加藤です。 

 今、委員の言われましたように、花水木保育園につきましては、本当に定員数が多いというこ

とで園児も多いもんですから、確かに、御近所の方にも大変御迷惑をおかけてしております。 

 まず、入園説明会のときにどこの園も同じなんですが、基本的には自転車とか徒歩等で通園で

きればというふうにお願いをさせていただいております。ただし、保護者の働き方が大分変わっ
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てきておりますので、お車でそのままお子さんを送られてから仕事場に行かれる方も多々あるか

と思っております。一度自転車で送って、また自宅に戻って車に乗り換えてというところも大変

御迷惑をおかけしているところもありますので、まず、保護者の方に協力できる方に御協力くだ

さいということをしっかりとまたお伝えをしながら、今、委員よく御存じのとおり、保育士のほ

うが駐車場整備をしておりますので、なるべく近隣の方に御迷惑をおかけしないような努力はし

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 参考までにですけど、近くで駐車場を個人で借りてみえる方もあるんです。大変だとは思いま

すが、検討してください。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、６２、６３ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ６４、６５ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ６６、６７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ６８、６９ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 生活保護扶助費のほうで１点お聞きしたいと思います。 

 黄色い本の１４３ページですけれども、まず、被保護者の状況の中で保護率７．４８‰ですけ
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れども、この保護率についてまず御見解をお聞きします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課長、鈴木でございます。 

 こちらのほうの数値につきましては、１千人当たり何人保護を受けてみえる方がおみえになる

かというような数値になっております。近隣の市におきましても、北名古屋市につきましては５．

４‰ぐらい、あま市におきましても７．８‰ぐらいというところは承知しております。こちらに

ついては、各地域の年齢構成とか地区の事情もございますので、一概にはこれが高いから、低い

からということでの判断は難しいと思いますが、適正に保護業務に努めていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。ありがとうございます。 

 調べますと、愛知県は１６．３‰で、この中でも名古屋が非常に１９．８‰ということで押し

上げているのかなと。そういう中では同じような自治体の中では頑張って平均的な保護率だとい

うふうに認識しました。 

 そうした中で、以前から私もうちの会派の議員も申し上げているんですけれども、どうしても

今いろんな家庭の悩み、事情というのが複雑になってきておりまして、なかなか連携をしながら

と言いつつも、いろんな課にまたがって、いろんな悩みがあってこういう御家庭があると思うん

ですね。 

 そうした中で、先般、１件お聞きしたのは、親族の方が生活保護の申請に行ったんだけれども、

その対象者の方の御主人が年収があるので駄目ですということで帰ってきた。それで相談を受け

て、よくよく聞いてみると、奧さんはずっと病気で病院にいらっしゃる。難病を持っている。御

主人が全く生活費を入れずに医療費を払ってくれないと。親戚がずっと払っていると、こういう

ような状況をどうしましょうという話だったんです。今いろいろ御相談に乗ってるとこですけど

も、私が申し上げたいのは、生活保護のところに相談に来られる方って大変な状況を持ってる場
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合があるんですね。そうした中で、一言で法的に無理ですということではなくて、しっかりと話

を聞いていただいて、何かできることがないのか、また、もしかすると生活保護に結びつけられ

るんじゃないかと、こういった相談を丁寧にやっていただきたいという思いがあって、今この質

問をさせていただいているんですけれども、課長、いかがでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 生活に困って相談におみえになったということで、面接させていただいた職員については、生

活保護でのルール上、判断した結果、保護が適用にならないようなことはお答えさせてもらって

いるとは思いますが、そこで終わるということではなくて、他方とか他施策、その方の状況を把

握して、何かアドバイスできないかというようなことを職員自身も研修会などに参加させていた

だいて、スキルアップとか、複合的な課題があるとは思いますので、そういったときに連携させ

ていただいて、支援のほうを努めさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 窓口の職員の対応が間違っていたと思いませんので、ルールどおりなんです。ただ、連携体制

の問題ですとか、前から言っているように、総合の窓口がありませんので、まず、来られた方の

中で自分のところではできなくても、よそで何かという連携が大事じゃないかなと思いましたの

で、その方が間違っているとかいうことではなく、スキルの中でそちらのほうを身につけていっ

ていただきたいなと思いますので、強く要望させていただきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、ほかよろしいですか、６８、６９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７０、７１ページ。 
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 どうぞ、林委員。 

林 真子委員 

 １点だけ。 

 扶助費の中の乳児健康診査費の中で確認でお聞きします。 

 黄色い本の１７２ページなんですが、今回、乳児健診ではないんですけども、健診の中で視覚

のほうの健診を入れていただくということなんですが、乳児の健診の中で、最近、厚生労働省が

進めています聴覚のスクリーニングの検査、今、状況はどのようになっていますでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 健康推進課の寺社下でございます。 

 聴覚検査に関しましては、現在、妊娠届出をされたときにお渡しする妊産婦健康診査受診票の

つづりの中に聴力検査のほうも紙として入れさせていただいて、出産された病院ですとか、産院

とかで検査ができるようにさせていただいております。 

 令和２年度に関しましては、検査を受けられた方の中でお二人、両側性の難聴の方がいらっし

ゃったのと、片方の難聴の方がお一人みえて、合計３名、そういった難聴の方が発見されており

ます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 いち早く、こうした国の方針に沿ってやっていただいているということで、本当に感謝申し上

げます。今後もこうした早期発見・療育、早期治療というのが大事になってくると思いますので、

また、この健診のほうも充実させていただいて、これからもよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 
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 すみません、度々。 

 １つだけ危惧することがあるんですが、何遍も全員協議会やいろんなところでコロナ対策につ

いていろいろおっしゃっていただいておるんですが、昨今の本市での感染者数が一向に減らない。

昨日は少し減っていたんですけれども、１つは文教のほうで言うべきなのか、たまたま福祉のほ

うでお願いというか、危惧するのは、学校や何かで多分くどいようにおっしゃってみえると思う

のですけども、例えば、家庭で両親のうちのどちらかが陽性になった。そのときに家庭内に小学

生の子どもがいた。そうすると、当然、学校なり連絡する機関があるみたいですね。私が陽性に

なりましたので子どもは学校を休ませますと連絡をして子どもを休ませると思うんですが、とこ

ろが、風評被害とか、クラスの中であの子が休んどるのはコロナだ、コロナだと言われかねない

というようなことから、子どもが健康であれば学校へ行かせばいいというレアケースならいいで

すよ。全くないということならいいんですが、私は本市が一向に学級閉鎖が続く。子どもたちの

感染が多い。重症化しなくてインフルエンザ程度で治ればいいんですけども、そういった傾向が

あるというのは、やっぱり何か連絡しにくいとかね、学校では、家族に出たら言いなさいよ、あ

なたたちも怪しかったら医者へ行ってみなさいよとかいうのはくどいほど言っとるとは思うんで

すけども、何か連絡しにくいといいますか、我が家から出したくない、我が子から出すとクラス

に迷惑がかかる、学校に迷惑がかかる、こんなような気持ちがどうもあるんではないかなと。僕

は今までかかった方や家庭内で家族がかかったという中でそうしたことを非常に言いづらいとい

うことを聞いたもんですから、その辺どうなんですかね、寺社下課長。学校とは違うので答えに

くいのかな。河口部長、どうですか。聞いてほしいような顔をしとったから。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 河口部長。 

企画部長（河口 直彦君） 

 企画部長の河口です。 

 今まさに委員が言われように、コロナに感染したことについて外部に漏らしたくないという個

人的な思いがあるというのは重々承知しております。学校サイドとしても、本当にくどいぐらい

そういうことにならないようにちゃんと報告をして、適切に休んでくれというような周知の方法

は重々しとるというふうに聞いておりますが、実際出てきた人、いかんせん、親が陽性になった

かどうかというのは本市では分かりませんので、その辺出てきた子がどうだというのは分かりま

せんので、ただ、教育委員会のほうとしても周知のほうは十分しております。ただ、それが守ら
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れておる、守られてないということについては、守られておるものというふうに考えております

というふうに教育のほうは言っておりますので、それ以上判明しづらいところになっておるとい

うふうに考えております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、実際１週間待機なんていうのはしょうがないんかね。１週間、長いと思うんだわ

ね。親が陽性になったからといって隔離する部屋のある人はええよ。大きな家におって部屋が５

つも６つもあって、どこか土地買うてるならええけども、そうじゃない子どもは１週間、板戸を

１枚隔てたところに陽性者がおったら余計に感染しやすいと思うんだけど、１週間の基準を何と

もならんのかね、どうなんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 河口部長。 

企画部長（河口 直彦君） 

 １週間の基準、陽性になった人、また濃厚接触者になった人の隔離の基準というのは国のほう

が定めておりますので、本市として本市だけ緩めるということはできません。国の指針に従って

やっておるというのが現状になっております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 浅井ですが、基準と言われれば僕らも後は言いようがないんですけど、しかし、このままで手

をこまねいておるというか、国の基準を守っておれば反対に外へ出ちゃいかんという子どもまで

が１週間も外に出れずにおれるかどうかということを、我々ももちろんそうなんだけど、自治体

ももっともっと県・国へ声を上げていく必要があると思うんですが、いかがですか。 

 インフルエンザ並みにしようとか、２類から５類にしようとか、いろんな話の中で、周辺自治

体を含めてそういう動きはないんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 河口部長。 
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企画部長（河口 直彦君） 

 隔離の状況につきましては、今、国のほうが示しております。今、委員が言われたような短く

できないのかという話ですけれども、逆に申し上げると、コロナの感染症の状況だけを考えるん

であれば、今、国が示しておる基準というのは決して長くはないと。逆に言いますと、今、陽性

者で症状が出た場合は７日ですか。症状がない場合は５日だったかな。その基準をクリアすれば、

次の日から出ていってもいいのか、という議論になりますと、その期間を隔離してたから、その

基準を超えたから決して人にうつさないという状況ではないというのが現状だというふうに聞い

ております。ですので、あくまでも本市独自で調査をして、それを短くしろですとか、長くとい

うような感覚的なものは、このところは医学的なエビデンスが必要になってきますので、最低、

国の基準に従ったルールの中でやっていく。もっと感染症が不安だというようであれば、それプ

ラスアルファの基準を課してもいいのではないかというふうには個人的には考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 すみませんでした。無謀な意見だったかもしれん。ごめんなさい。ひとつよろしくお願いしま

す。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ほか、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 委員の方から質問が出尽くしたようですので、私から質問させていただきます。 

 それでは、委員長の職を浅野副委員長にお願いします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 委員長の職に当たらせていただきます。 

 それでは質疑を受けます。 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７１ページの新型コロナウイルス予防接種のところなんですけど、５歳から１１歳の接種も始
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まりまして、予約も始まっているところだと思うんですけど、私の周りで聞いても割と様子見と

いう方が結構いらっしゃるように感じておるんですけど、現在の予約状況というのはどうなって

いるのかまずお尋ねいたします。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 担当課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 健康推進課、寺社下でございます。 

 ５歳から１１歳の方の予約の受け付けを３月１日から開始をさせていただいて、今現在に予約

の開放をさせていただいている３月７日からの１回目、２回目分に関しましては約４００名です

けれども、ほぼ予約が埋まった状況でございます。 

 以上でございます。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 スタートダッシュとして埋まっていったということだとは思うんですけど、実際、肌感覚でい

ろんな方に聞いていると、様子見ということが結構お聞きするんですね。そこら辺はどのように

受け止めていらっしゃるんでしょうか。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 まず、３月１日から３月３日までは障がいをお持ちの方ですとか、基礎疾患をお持ちの方の先

行予約を開始させていただきましたけれども、そこで御予約いただいたのが約４０名弱。その対

象の方はもっと大勢みえると思うんですけれども、やはり委員のおっしゃられるように、まずは

様子を見てみえるのかなというふうに感じますし、その後、一般の方々への予約の開放をしまし

たけれども、対象者は５千名ぐらいいらっしゃいますけれども、予約も数日かかって埋まったと

いう状況なので、皆様、やはりどんな状況なのかというところで様子を見て御予約をされている

のかなというふうに感じております。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 
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 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 詳しくありがとうございます。 

 なぜ、様子見ということなんですけれども、実際、今回の５歳から１１歳というのは、努力義

務ということになっていませんね。市のほうも積極的な勧奨をするというわけではないんですよ

ね。努力義務になってないということ、これについて御説明いただけますでしょうか。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 厚生労働省のほうが今回５歳から１１歳の接種に関しましては努力義務ということではなく勧

奨ということになっておりますので、市におきましても接種券のほうは全員の方に送付をさせて

いただきましたけれども、その中に接種の効果ですとか、副反応ですとか、接種に関して本人や

保護者の方がどう判断されるのかということを少しでも考えていただけるような判断材料という

か、そういったものを入れさせていただいておりますので、それを見ながらどういうふうにされ

るのかというのを考えていただけるようにというところで、勧奨ということでさせていただいて

いる状況です。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 なぜ、努力義務になってないかということを皆さんに分かりやすく御説明していただけますか。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 河口部長。 

企画部長（河口 直彦君） 

 企画部長の河口です。 

 努力義務になっていないというのは、国のほうのドクターを入れた審議会の中で、どうするべ

きかというのを議論しておりますので、そこの中での意見も分かれたと聞いております。今、私

のほうが個人的にドクターと話す中でも賛否もろもろございます。とはいえ、リスクよりも打っ

たときのほうの効果のほうが大きいであろうというような感覚の中で接種は行われておりますけ
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れども、あくまでもお子さんだということで、副反応、また将来的な影響等々を考えて反対をさ

れてみえる方は反対をしてみえるんだろうというふうに思いますので、そこら辺はあくまでも親

御さんの努力義務ではなく、親または本人の意向を尊重した上で、打つ、打たないというのを決

めていくというのが国の方針の中での努力義務から外れた理由だというふうに理解しております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 高橋委員長。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 私のほうから詳しいことをお話しさせていきますけど、これはＱ＆Ａで厚生労働省にも書いて

あるんですけど、なぜ努力義務になってないかということは、デルタ株にはある程度の効果があ

るようですけど、小児においてオミクロン株の発症予防効果、重症化予防効果のエビデンスがま

だ今現時点で必ずしも十分でないということを踏まえて、現在スタートしているんですけど、そ

ういった理由で今、努力義務というのは外されたということがありますので、この点が私いろい

ろ市のほうからこれに関して迷われている方々に、今、言われたように、判断材料は市のほうか

ら示していただいて、分かりやすい情報を出していただくということが大変大事だと思われます

ので、今、出ている情報、こういったクーポンの中にも入っている情報、またホームページの情

報等も見させていただいたんですけど、確かに網羅はしてある点もあるんですけど、努力義務に

関しては研鑚されてなかったと思うんで、この点がすごく重要かと思いますので、この点も１つ

説明というか、きちっと保護者の方にお伝えをいただきたいということをまず１つお願いすると

同時に、ホームページにたくさんの情報は載ってはおるんですけど、やはり分かりやすさという

のがありませんので、そういった重要な情報ですね、本当に安全性と有効性ですね、そういった

ことを本当に分かりやすいような形で伝えれるような工夫をお願いしたい。 

 今、広報とホームページで情報は出しているんですけど、あとはキヨスマだとかＬＩＮＥだと

かすぐメールというものもありますので、そういったもので的確に正しい情報を分かりやすく提

供されるということをお願いしたいと思います。 

 以上で結構です。要望でいいです。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 高橋委員長の質疑を終わります。 

 委員長、お返しいたしますので、よろしくお願いいたします。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは、委員長の職にあたらせていただきます。 

 では、これで質疑もないようですので、質疑を終わります。 

 議案第２号 令和４年度清須市一般会計予算案所管分について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成です。 

 よって、議案第２号 令和４年度清須市一般会計予算案所管分については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号 令和４年度清須市介護保険特別会計予算案について、歳入歳出続けて説明

をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川高齢福祉課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課長の古川でございます。 

 議案第４号について御説明いたします。 

 令和４年度一般会計・特別会計予算書及び説明書の１５２、１５３ページをお願いいたします。 

 歳入。 

 １款介護保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、本年度１１億６千６４３万６

千円、１節現年度分、２節滞納繰越分です。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料、本年度４万円、１節総務管理手数料で

す。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度８億５千５６６万５千円、

１節現年度分と２節過年度分です。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度１億２千５５０万４千円、１節現年度分です。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度５千９５６万１千円、１節現年度分と２節過年度分です。 

 ３目保険者機能強化推進交付金、本年度７７０万９千円、１節保険者機能強化推進交付金です。 
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 ４目介護保険保険者努力支援交付金、本年度７８６万６千円、１節介護保険保険者努力支援交

付金です。 

 はねていただきまして、１５４、１５５ページをお願いいたします。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度１３億３千４０９

万６千円、１節現年度分と２節過年度分です。 

 ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、本年度７億８１３万５千円、１節現年

度分と２節過年度分です。 

 ２項県補助金、１目地域支援事業交付金、本年度３千３０１万５千円、１節現年度分と２節過

年度分です。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度１千円の窓口計上、１節利子

及び配当金です。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度８億５０８万６千円、１節職員

給与費等繰入金から４節地域支援事業繰入金までです。 

 はねていただきまして、１５６、１５７ページをお願いいたします。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、本年度４千４１７万円、１節介護給付費準

備基金繰入金、８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度１千円の窓口計上、１節繰越金で

す。 

 ９款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、本年度１千円の窓口計上、１節第１

号被保険者延滞金です。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度１千円の窓口計上、１節第三者納付金です。 

 ２目返納金、本年度１千円の窓口計上、１節返納金です。 

 ３目雑入、本年度６万１千円、１節雑入です。 

 続きまして、歳出をお願いいたします。 

 １５８、１５９ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度８千５７０万円、１節報酬から１８節

負担金、補助及び交付金までです。主なものは、職員人件費と高齢者福祉計画・介護保険事業計

画費４４７万１千円です。これは第９期計画のためのアンケート調査等に要する費用を計上して

おります。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、本年度３４１万５千円、１０節需用費から１２節委託料までで
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す。 

 ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費、本年度７６１万円、１節報酬から１１節役務

費までです。 

 ２目認定調査等費、本年度１千８７８万５千円、１０節需用費から１２節委託料までです。 

 はねていただきまして、１６０、１６１ページをお願いいたします。 

 ４項趣旨普及費、１目趣旨普及費、本年度２０万円、１０節需用費です。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等費、１目介護サービス等費、本年度４５億３千６５７万

５千円、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ２項その他諸費、１目審査支払手数料、本年度２５３万８千円、１２節委託料です。 

 ３項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費、本年度１億５千６２２万円、１８節負担

金、補助及び交付金です。 

 はねていただきまして、１６２、１６３ページをお願いいたします。 

 ４項特定入所者介護サービス費、１目特定入所者介護サービス費、本年度１億１千６３５万円、

１８節負担金、補助及び交付金です。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目サービス事業費、本年度

８千９９６万１千円、１１節役務費から１８節負担金、補助及び交付金までです。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費、本年度１千１６８万５千円、８節旅費から１８節負担

金、補助及び交付金までです。 

 ２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費、本年度２千７５９万９千円、１節報酬か

ら１３節使用料及び賃借料までです。 

 はねていただきまして、１６４、１６５ページをお願いいたします。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費、本年度８千３７９万１千円、７節

報償費から１８節負担金、補助及び交付金までです。主なものは、地域包括支援センター運営費

７千万円です。これは地域の特性に沿った介護保険事業の推進を図るため、にしびさわやかプラ

ザ内に地域包括支援センターを増設することに伴う運営費を含んだ予算を計上しています。 

 ２目任意事業費、本年度３６８万８千円、７節報償費から１８節負担金、補助及び交付金まで

です。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料、本年度２２万６千円、１２節委託料です。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、本年度１千円の窓口計上、
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２４節積立金です。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金、本年度２００

万円、２２節償還金、利子及び割引料です。 

 ２目第１号被保険者還付加算金、本年度１千円の窓口計上、２２節償還金、利子及び割引料で

す。 

 １６６、１６７ページをお願いいたします。 

 ３目償還金、本年度３千円、２２節償還金、利子及び割引料です。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、本年度１千円の窓口計上、２７節繰出金です。 

 ６款予備費、１項予備費、１目予備費、本年度１００万円、２８節予備費です。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 小﨑です。 

 １６５ページの包括支援センターの運営についてですけれども、包括支援センターが２か

所になりますが、人員配置とかはどのようになるんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川です。 

 現在の地域包括支援センターのほうは、常勤換算で１０名分の委託料を出しておりますけれど

も、２か所の地域包括支援センターになった場合は、常勤換算で１１．５人分の予算を計上して

おります。それぞれのセンターの人員配置につきましては、担当区域の高齢者の人口や相談件数

を勘案して、また今後検討していきます。 

 以上でございます。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 開設はいつから予定されてますでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 本年の６月１日を開設予定としております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 新しい包括支援センターの名称とかは決まっているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 にしびさわやかプラザ内にあることから、市民に分かりやすく、地域包括支援センターさわや

かというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 周知方法とかはどのようにお考えでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 ４月号と６月号の広報、またホームページのほうで周知をしてまいります。 

 また、既に包括支援センターを御利用してみえる方につきましては、担当より丁寧な説明で、

にしびさわやかプラザのほうを御紹介していく予定でおります。 



－98－ 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 小﨑委員。 

小﨑 進一委員 

 よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかはどうですか。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第４号 令和４年度清須市介護保険特別会計予算案について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第４号 令和４年度清須市介護保険特別会計予算案については、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号 清須市歯と口腔の健康づくり推進条例案について説明をお願いいたします。 

 寺社下健康推進課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 健康推進課の寺社下でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第８号の説明をいたします。 

 令和４年３月清須市議会定例会市長提出議案と緑色の参考資料①の市長提出議案説明資料をお

願いいたします。 

 市長提出議案の１ページと緑色の説明資料の４ページをお開きください。 

 議案第８号 

 清須市歯と口腔の健康づくり推進条例案 

 上記の議案を提出する。 



－99－ 

 令和４年２月２４日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市民の生涯にわたる

健康でいきいきとした生活の確保に寄与する必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、市長提出議案の２ページを御覧ください。 

 新規制定条例案の内容について説明をいたします。 

 清須市歯と口腔の健康づくり推進条例案 

 この条例は、歯と口腔の健康づくりが健康でいきいきとした生活を営む上で、基礎的かつ重要

な役割を果たすことに鑑み、市が推進する歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、市、市

民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業所の責務を明らかにして、施策の基本となる

事項を定め、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進することにより、市民の生涯にわ

たる健康でいきいきとした生活の確保に寄与することを目的とするために新たに条例を制定する

ものです。 

 第２条では、この条例で使用される用語の定義、３ページの第３条では、歯と口腔の健康づく

りの推進に関する施策を実施する上での基本理念を定めております。 

 また、第４条から第７条までにおいては、市、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及

び市内事業所が歯と口腔の健康づくりを行う上での責務を規定し、３ページ下段から４ページの

第８条では、基本的施策として、第１号から第１１号まで歯と口腔の健康づくりを推進するため

に必要な施策を掲げ、第１０条の雑則では、この条例に定めるもののほか、歯と口腔の健康づく

りの推進に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。 

 附則として、この条例は、令和４年４月１日から施行するものです。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 １点だけお聞きします。 

 これは大変よい条例で、本当に大事なことだと思っているんですが、具体的に歯科の医療関係

の方との連携というのはどのようにお考えなのか、もし具体的に今お考えがあればお聞きしたい

と思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 寺社下課長。 

健康推進課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長（寺社下 葉子君） 

 市においては、もともと妊産婦の歯科検診ですとか成人の歯科検診、若年者の歯科健診、節目

の歯科検診など、検診も市内の事業所、医療機関とさせていただいておりますので、そちらに受

診をしていただいて、その結果によって精密検査などもお受けいただくというところで、今現在

も医療機関のほうにいろいろ委託をしながらこの事業を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 いろいろ御努力されていますけども、せっかくこういう条例ができますので、確かに、もう一

度精密検査という方はいらっしゃると思うんですが、基本的に、私は全ての方が定期的に歯科に

行かなければできないと思いますので、ぜひ、これをきっかけに歯科医師のほうからも、積極的

に市がこういうことをやっているので、ぜひ、定期的に来てくださいという働きかけをさらっと

できるようにしていくと、次にまたつないでいけるのかなと思いますので、痛くなったら行くっ

ていう方が多いもんですから、定期的な検診がすごく大事ということは、市もお医者さんのほう

からも強く訴えていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第８号 清須市歯と口腔の健康づくり推進条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第８号 清須市歯と口腔の健康づくり推進条例案については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 ここで皆様にお諮りしたいんですけども、このまま継続してよろしいか。 

（ 「異議なし」 の声あり） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、継続させていただきます。 

 次に、議案第１６号 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例案について説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 鈴木社会福祉課長。 

社会福祉課長（鈴木 許行君） 

 社会福祉課長、鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第１６号の説明をいたします。 

 令和４年３月清須市議会定例会市長提出議案と緑色の参考資料①の市長提出議案説明資料をお

願いいたします。 

 市長提出議案の２９ページと緑色の説明資料の１３ページをお開きください。 

 議案第１６号 

 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年２月２４日提出 

 清須市長 永田純夫 
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 提案理由 

 この案を提出するのは、清須市清洲総合福祉センター内のふれあいルームの浴場及びデイルー

ムの廃止をする必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、３０ページを御覧ください。 

 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 

 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 主な改正内容の説明になります。 

 第４条第１号から第３号につきましては、施設の略式規定の位置を整理するもので、各施設に

略式規定を追加するものです。 

 第５条第２項では、ふれあいルームの浴場施設が廃止になったことから、第１号を削り、障害

者生きがいセンターの利用時間を整理するものです。 

 また、同条第３項及び第６条におきましても、施設の略式規定を整理するものです。 

 第７条第１項では、デイサービスセンター清須の廃止に伴い、同項第２号を削り、第３号から

第７号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２項中では、施設の略式規定や文言の規定を整理するも

のです。 

 また、デイルームの廃止に伴い、第１０条第２項及び第１７条を削除し、第１８条、第１９条

においては前条の削除により、１条ごと繰り上げるとともに、文言の整理を行うものの一部改正

となります。 

 附則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 説明は以上となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 これで質疑を終わります。 

 議案第１６号 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第１６号 清須市清洲総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案について説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城子育て支援課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 子育て支援課、藏城です。 

 続きまして、議案第１７号の説明をいたします。 

 市長提出議案３３ページ、緑色の説明資料１４ページをお開きください。 

 議案第１７号 

 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年２月２４日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、電

磁的方法による対応に係る規定を整備する必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、３４ページを御覧ください。 

 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
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 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正す

る。 

 主な改正内容になります。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、家庭的保育事業を行う事業

者が作成・保存する等を行うもの及び利用者との間の手続に関するもののうち、書面によること

が規定されているものについて、事業者の業務負担の軽減及び利用者の利便性の向上を図る観点

から、電磁的方法による対応も可能である旨の規定を第６章中に第５０条として新たに１条を追

加し、第５０条を第５１条に繰り下げるとともに、第７条中の文言については従来の規定と併せ

て整理する改正となります。 

 また、今回の一部改正については、国の基準省令の参酌すべき基準に準じた改正となります。 

 附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 議案第１７号の説明については以上となります。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第１７号 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第１７号 清須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、議案第１８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案について説明をお願いいたします。 

 藏城子育て支援課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 

 続きまして、子育て支援課、藏城が説明させていただきます。 

 市長提出議案３５ページ及び説明資料の１５ページをお願いします。 

 議案第１８号 

 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年２月２４日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、電磁的方法による対応に係る規定を整理す

る必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、３６ページを御覧ください。 

 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案 

 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

次のように改正する。 

 主な改正内容につきまして御説明いたします。 

 この条例改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、保育所等の事業者が作成・保存等を行うものや保

育所等と保護者との間の手続に関係するもので、書面によることが規定または想定されているも

のについて、電磁的方法に関する規定を新たな条文として規定し直すものです。 

 具体的には、第５条中の特定教育・保育施設における電磁的方法による対応に係る規定と第３
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８条中の特定地域型保育事業における電磁的方法による対応に係る規定を削り、これら第５条と

第３８条中の内容を包括した規定として、第４章中に第５３条第１項から第６号として新たに設

けるものです。 

 また、第４２条中の文言については、従来の規定と併せて整理するものです。 

 今回の一部改正については、国の基準省令の参酌すべき基準に準じた改正となります。 

 附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 

 議案第１８号の説明については以上となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第１８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第１８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第１２号）案所管分について、歳

入歳出続けて説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 藏城子育て支援課長。 

子育て支援課長（藏城 浩司君） 
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 子育て支援課の藏城でございます。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書をお願いいたします。 

 一般会計予算のうち健康福祉部所管分につきましては、私のほうから一括で朗読説明をさせて

いただきます。 

 初めに、５ページをお開きください。 

 第２表 繰越明許費 

 補正になります。 

 追加分です。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、事業名、民間保育所保育士等処遇改善事務事業３７万８千円と

民間保育所保育士等処遇改善補助金１千５８万５千円です。 

 国の補正予算成立に伴いまして、新型コロナウイルス感染症への対応が必要となる教育・保育

の現場で働く人々の処遇の改善を図るため、民間事業者が行う保育士等の賃金の引上げに要する

費用を補助するものです。 

 次に、変更分になります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、事業名、新型コロナウイルス予防接種事務事業１億６千６６万

５千円及び新型コロナウイルス予防接種事業１億５千９８４万１千円に変更するものです。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

 第４表 地方債補正です。 

 児童館整備事業、事業の確定に伴い、１億５千５００万円に減額するものです。 

 次に、一般会計補正予算になります。 

 １４ページ、１５ページをお開きください。 

 歳入になります。 

 ３段目、１３款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、補正額６２万５千円の減

額、１節社会福祉費負担金です。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、１目民生使用料、補正額１３万４千円の減額、１節社

会福祉使用料です。 

 一番下の段、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正額６千９１９

万１千円の減額、１節社会福祉費負担金の増額と２節児童福祉費負担金、３節生活保護費負担金

の減額です。 
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 ２目衛生費国庫負担金、補正額１千８８２万円の増額、１節保健衛生費負担金です。 

 はねていただきまして、１６、１７ページをお願いします。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額１千３３８万４千円の増額、２節児童福祉費

補助金の新規計上です。 

 ３目衛生費国庫補助金、補正額６６万１千円の増額、１節保健衛生費補助金です。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正額１千７１０万９千円の減額、１

節社会福祉費負担金の増額と２節児童福祉費負担金の減額です。 

 ２項県補助金、２目民生費補助金、補正額２千１４４万５千円の減額、１節社会福祉費補助金

の減額と２節児童福祉費補助金の新規計上です。 

 はねていただきまして、１８、１９ページをお願いします。 

 中ほどの下、１８款寄附金、１項寄附金、３目民生費寄附金、補正額５０万円の増額、１節社

会福祉費寄附金の新規計上です。 

 はねていただきまして、２０、２１ページをお願いいたします。 

 ２１款諸収入、５項雑入、２目雑入、補正額１千７３１万２千円の減額のうち４節衛生費雑入

です。 

 ２２款市債、１項市債、１目民生債、補正額１億１００万円の減額、１節児童福祉債です。 

 歳入は以上となります。 

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

 ３枚はねていただきまして、２６、２７ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額７３万１千円の減額、１０節需用

費と１２節委託料で、平和祈念費の不用額の減額になります。 

 ２目障害者福祉費、補正額２１５万４千円の増額、２２節償還金、利子及び割引料です。障害

者総合支援費と障害者通所支援費の過年度精算に伴う負担金返還金による増額になります。 

 ３目高齢者福祉費、補正額４千５９万６千円の減額、７節報償費から１９節扶助費まででござ

います。大規模改修を予定していた特別養護老人ホームの工事費用が減額されたこと等によるも

のです。 

 ５目社会福祉施設費、補正額１千３６６万２千円の減額、１０節需用費から１４節工事請負費

までで、不用額の減額になります。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額４千６４８万９千円の減額、３節職員手当等か
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らはねていただきまして、２８、２９ページをお願いします。２２節償還金、利子及び割引料ま

でです。民間保育所保育士等処遇改善費１千３３８万４千円の新規計上は、国の補正予算の成立

に伴い、新型コロナウイルス感染症への対応が必要となる教育・保育の現場で働く人々の処遇の

改善を図るため、民間事業者が行う保育士等の賃金の引上げに要する費用を補助するものです。 

 ４目児童館費、補正額１億９５０万１千円の減額、１２節委託料と１４節工事請負費です。清

洲児童センター建設に係る事業費確定によるものです。 

 ３項生活保護費、１目生活保護総務費、補正額５千１４万２千円の増額、２節償還金、利子及

び割引料です。過年度精算に伴う負担金返還金による増額になります。 

 ２目生活保護扶助費、補正額６千７９万４千円の減額、１９節扶助費です。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額６３１万７千円の減額、１８節負

担金、補助及び交付金と２２節償還金、利子及び割引料です。 

 ２目予防費、補正額７４７万１千円の増額、１１節役務費から２２節償還金、利子及び割引料

までです。新型コロナウイルスワクチンの小児接種の実施による増額になります。 

 令和３年度一般会計補正予算健康福祉部所管分につきましては、以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第２３号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第１２号）案所管分について採決いたし

ます。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第２３号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第１２号）案所管分については、
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原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２５号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第３号）案について、歳

入歳出続けて御説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 古川高齢福祉課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課長の古川でございます。 

 議案第２５号について御説明いたします。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の６６、６７ページをお願いいたします。 

 歳入。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、補正額１２万６千円の増額、１節利

子及び配当金です。 

 はねていただきまして、６８、６９ページをお願いいたします。 

 歳出になります。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額１２万６千円の増

額、２４節積立金です。これは預金利息を基金に積み立てるものです。 

 以上でございます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第２５号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第３号）案について採決いたし

ます。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第２５号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第３号）案については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、福祉委員会に付託されました健康福祉部所管の全議案についての審議は終了いたしま

した。 

 なお、従来どおり常任委員会の閉会中の継続審査の申出をすることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 異議はございませんので、議長に閉会中の継続審査の申出書を提出いたします。 

 また、委員長報告につきまして、正副委員長に御一任いただけますでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 異議はございませんので、そのように決定いたします。 

 では、これをもちまして福祉委員会を閉会いたします。 

 ２日間にわたりお疲れさまでございました。 

（ 時に午後 ０時１９分 閉会 ）  
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清須市議会委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

  令和４年３月８日 
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